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１ 開会 

 事務局の司会進行により開会する。 

 

２ 挨拶 

青木会長から挨拶がなされる。 

 

  藤井市長から挨拶がなされる。 

 

（藤井市長退席） 

 

３ 議事 

白岡市上下水道事業審議会条例第６条第１項の規定では、会長は議長となること

となっておりますので、ここからは、青木会長に進行をお願いしたいと存じます。 

 

それでは、議長を務めさせていただきますので、御協力のほどよろしくお願いい

たします。 

⑴ 白岡市水道事業経営戦略（案）について 

はじめに、⑴ 白岡市水道事業経営戦略（案）について事務局の説明を求めます。 

 

議事「⑴ 白岡市水道事業経営戦略（案）について」を説明する。 

  

説明が終わりましたが、何か御質問はございますか。 

 

 説明をお聞きすると、主旨としては、令和８年度から県水が値上げすると、今の

収入だと経営不振となるので、水道料金の値上げをお願いしたいということになり

ますか。 

 

 そのとおりとなります。 

 

 ２０ページにありますように、高岩浄水場の更新で投資額１０億円、令和７年度

から毎年５，０００万円の減価償却があるということですが、償却の方法は定額法

ですか、それとも定率法ですか。 

 

 定額法の２０年償却となります。 

 

 なぜ、今回の改定が必要なのかをしっかりと明記するべきではないかと思いま

す。こういう事情だからという記載が１ページの下段の２、３行にあるだけでは訴

える感じがなく、現状や数字を含めた改定案の提案が記載されていないと困ってい

る感がないと思います。もっと詳しく記載することはできませんか。 
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 １ページ目に状況を記載し、後半のページの計画目標や予実分析表などにも県水

受水費の改定により、年間約６，０００万円の増額が見込まれていることを度々記

載しております。これによりまして、料金の改定が必要な理由として、また、それ

に伴い投資財政計画の改定も必要であると認識いただけるものと考えております。 

 

 数年後に県水の改定があるので、それに伴って料金を改定したいと記載すべきで

あると思います。それを書かないのは何か特別な理由があるからですか。 

  

県水の料金改定については、２０ページだけでなく、随所にその記載があります。 

 

 事務局からの説明はよく理解できますが、ここで案を提示して賛成を得るのであ

れば、今後、県水の料金が上がった場合には、収益がどのくらいになるという想定

などがあった方が分かり易いと思います。市民に料金改定をお知らせする際にも、

現状と改定の経緯を記載するなど、分かり易い文章でお願いしたいと思います。 

  

１ページの趣旨には、料金改定の理由をしっかり、分かり易く書くことをお願い

したいと思います。また、これまでの経営戦略はこれでよかったかもしれませんが、

公営企業である水道事業としてのバランスシートや貸借対照表を過去３年間分く

らい載せるべきだと思います。このバランスシートを見せることによって、専門分

野の方は経営状況がすぐに分かります。民間企業では、流動比率が１２０％を超え

れば経営が安定していると判断できますが、白岡市は４０６％となっています。そ

ういう状況ですが、将来は料金改定が必要であるということを説明しなければなり

ません。令和４年度決算の受益者負担率の資料を見ると、白岡市は６．６％、蓮田

市は７．５％、北本市は３．２％、桶川市は４．５％、県内平均は７．６％です。

率が高いほど本来お金を払うべき受益者が負担し、税金で補助していないというこ

とであり、低いほど他の税金を投入しているということになります。白岡市は県平

均より少し低い状況です。料金改定に当たっては、これまでとは異なる資料を用い

て説明しないと理解してもらえないのではないでしょうか。 

  

投資財政計画を作成する上でバランスシートの推計も併せて行っておりますの

で、１０年計画のうち、前半５年間は実績を、後半５年間は推計を掲載させていた

だきます。 

 

 受益者負担率や住民一人当たりの行政コストの指標を載せるべきです。近隣市町

や県内の平均と比較した上で料金改定の必要性を示すべきではないかと思います。 

  

 そのあたりの数値を計画に入れることについて、どう考えますか。 

 

 この案には、経営比較分析表の指標は入っていませんが、６ページにありますと

おり、経営比較分析表で経常収支率、流動比率、企業債残高対給水収益比率などの

国の公表している比率を使って近隣や類似自治体と比較しております。これは、国
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の示している経営戦略策定マニュアルに基づいて作成しており、委員御提案の比率

も重要であると思いますが、今回の経営戦略ではこの比率を使っていきたいと考え

ております。１２月以降の料金改定の検討の際には、様々な指標を使って比較検討

していただき、御意見を伺えればと考えております。 

 

 国や公営企業においても、民間企業と同様、数年前から経営状況を見る指標を一

般会計においても導入するよう言っていますので、行政コスト、受益者負担率、一

人当たりの数値などを示すべきです。 

水道料金を値上げすることは、今後の転入・転出する人たちに影響すると思いま

すので、分かりやすい指標とともに、なぜ料金を値上げしなくてはならないのかと

いうことを業績を踏まえて載せるべきであると考えます。 

  

分かり易い指標として、行政コスト、受益者負担率を経営戦略改訂案に載せてほ

しいという趣旨だと思いますが、いかかでしょうか。 

 

 国のマニュアルに従って記載したところですが、御意見のあった指標の掲載につ

いて検討させていただきたいと思います。 

 

 この経営戦略は、文章としてはよくできていると思いますが、説明を聞かなけれ

ば理解できないので、市民には分かりにくいと思います。我々は上下水道部の審議

会として審議しているので責任があります。１ページ目に策定と改定の趣旨が書か

れていますが、これだけでは分かりません。今までは、健全経営していたのでこの

ままいけばよかったですが、県水が２３％値上がりし、年間６，０００万円ほどの

費用が増えてしまいます。また、高岩浄水場の更新工事に約１０億円がかかり、減

価償却費が年間約５，０００万円増えることで、今後はさらに年間計１億円増額と

なり、使用量の構成も変わってきています。高齢化や核家族化などが進み、個人の

使用量は減っており、企業は増えていくなど、社会情勢の変化もあり、これからの

健全経営のためには、今回１５％の改定が必要ですといった内容が２５ページまで

進まないと理解できないものとなっています。全部読まないと趣旨が理解できない

ような内容では、市民には分かりにくいと思います。 

 

 各委員から意見があったとおり、策定・改定の趣旨について１ページ目に分かり

易い表現で載せるというのはどうでしょうか。 

  

各委員からいただきました御意見を取り入れまして、文章だけでなく図式化する

など、分かり易いように１ページ目に載せたいと思います。 

 

 民間企業の料金改定では、社会情勢による原材料費や調達費の上昇や労働環境の

変化による賃上げは料金に反映させずに我慢することもあります。水道事業は、社

会インフラとして、命の水として重要です。ここ１０年くらいでは、１件当たりの

使用量が減ってきていること、販売水量を伸ばすという考え方などをしっかりと記
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載し、経営努力をしているが、県水が値上げとなることから料金改定をしなければ

ならないという理由をはっきり１ページ目に載せるべきではないですか。 

 

 分かりやすいように１ページ目に工夫して載せたいと思います。 

  

 井戸水についてはコストが高いため、今後閉鎖していく予定はあるのでしょう

か。 

 

 現在の白岡市の水道の割合は、県水８０％、井戸水２０％となっています。高岩

浄水場系で４本、岡泉浄水場系で４本の計８本の井戸の地下水をくみ上げて、白岡

市の水道水として供給しております。年々使用量が減っている状況でございますの

で、急激に使用量が減少した際は施設を縮小する場合などもありますが、徐々に減

少している状況であるため、様子を見ながら現在の施設を使える限りは使っていき

たいと考えています。今後、施設の更新が必要となった際に、水の需要の状況に応

じて縮小していくのか、維持管理していくのかを判断していきたいと考えていま

す。 

  

使用量が減っているのに地下水を減らしていくと県水の比率が高くなり、費用が

高くなるのではないでしょうか。井戸水の方が安くなるのではないでしょうか。 

 

井戸水をくみ上げてから飲めるようになるまでに、薬剤を注入して、消毒する施

設が必要となり、その後は不純物を取り除くろ過施設が必要となります。現状では

施設が整っておりますが、今後施設が老朽化してきた場合、全てを更新するために

は建設改良費に相当な投資が必要となります。様々な条件を加味して、新たな井戸

を整備するか、全ての施設を更新して維持していくか、施設を減らして更新費用や

維持管理費を削減していくかなど、総合的に判断をすることになります。 

  

 当面は現状維持していくということですね。 

 

１８ページの⑶には、老朽施設・設備の改修とあります。漏水の原因となる石綿

セメント管を早期に更新するとありますが、令和５年度で管路全２７８㎞のうち、

石綿セメント管はどのくらいでしょうか。また、今後は計画的に更新していくとあ

りますが、莫大な費用になると思います。この経営戦略の計画期間内で完了するの

でしょうか。 

 

石綿セメント管の残延長は、令和５年度末で約１１ｋｍです。更新については、

毎年度約２ｋｍほどを進めております。更新費用につきましては、投資財政計画に

も含まれており、今後、石綿セメント管の更新が終わりましたら、その他の老朽管

についても優先順位を付けて進めていきたいと考えております。 

 

そうなると、令和１１年度には終わるということでしょうか。 
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他の事業との関連から更新できない箇所もありますので、５年で完了するとは言

えませんが、石綿セメント管の更新を最優先事業として進めていきます。 

  

今後３０年以内に高い確率で大地震があるということですので、なるべく早く改

修作業を進めていただきたいと思います。 

 

 白岡市は、庄和浄水場と行田浄水場から送水されており、高岩浄水場と岡泉浄水

場の地下水もあります。県水が８０％ということですが、県の浄水場が震災などに

より断水となった場合、どのような状況となるのかをお聞きします。 

 

県の送水管のネットワークは、どうなっていますか。 

 

県浄水場からは、非常時に白岡市だけ供給量を多くすることはできず、自家発電

により約７０％減量という形で送水できると説明を受けております。 

白岡市では県水を１００％とせず、自己水を持っていることにより、非常時に市

の水源で水道水を供給できます。ただし、井戸水だけでは、市全体の１日約１万６，

０００㎥を賄うことができませんので、減圧や断水が必要になると思います。 

 

 高岩浄水場の非常用発電は、Ａ重油８００ℓのままでしょうか。 

 

 昨日、新しい非常用自家発電装置に切り替わりまして、ディーゼルエンジンの軽

油５，０００ℓですので、２４時間稼働できます。 

  

行田浄水場、高岩浄水場においては、非常用自家発電設備で１日持てばよい方だ

と思います。タンクローリーでは、道路が寸断された場合、燃料補給がなかなかで

きないというリスクを各浄水場では抱えていることになります。 

 

市が所有する２，０００ℓ入る給水車は、１台ですか。 

 

１台です。 

  

市内には、個人の井戸がどのくらいあるか把握していますか。 

 

水道事業では把握しておりませんが、下水道事業として、区域内の井戸料金とし

て使用料を徴収している世帯は把握しております。 

  

１ページ目に骨太の方針のような、市民にも分かり易いように記載してほしいと

思います。値上げをするメリットとして、老朽化したものを整備し、災害時には、

井戸水を使って市民に少しでも早く安全な水を供給していくなど、長いスパンで納

得していただける内容を分かりやすく初めに載せていただきたいと思います。 
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事務局 

１ページ目の趣旨に図と文書を使いまして、改定した際のメリットなどを含めま

して、分かり易いように工夫して記載していきたいと思います。 

  

次回の審議会で改訂案を見せていただけるということでよろしいでしょうか。 

  

資料は１、２週間前くらい前に事前に見せていただきたい。 

 

 了解いたしました。 

 

８ページに約２億円の委託料がありますが、高岩浄水場と岡泉浄水場の中央監視

でしょうか。将来的には、近隣の蓮田市や宮代町などと一括して中央監視すれば委

託料が減るのではないかと思いました。令和１１年度までの実現は難しいとは思い

ますので、次回の見直しの際には検討をお願いします。 

 

他に何か御質問等はございますか。 

 

（なし） 

 

何もないようであれば、以上で、本日の議事を終了といたします。委員の皆様の

特段の御協力に感謝申し上げまして、議長の任を解かせていただきます。御協力あ

りがとうございました。 

 

４ その他 

青木会長には、円滑な議事の進行、誠にありがとうございました。 

 

 それでは、次に、「４ その他」について、最後に事務局から２点ほど連絡事項

があります。 

 

① 報酬及び費用弁償の支払いについて 

 ② 次回の会議の開催について 

 

それでは、ただ今の説明について、御意見・御質問等がございましたらお願いい

たします。 

 

（なし） 

 

御質問がないということなので、議題「４ その他」につきましては以上となり

ます。 

 

５ 閉会 

委員の皆様には長時間にわたり、議事の審議をいただき、ありがとうございまし



 

 

 

た。これをもちまして、令和６年度第３回白岡市上下水道事業審議会を閉会とさせ

ていただきます。御協力、誠にありがとうございました。 

 


